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吹田市特別職報酬等審議会会議録 

（令和元年度 第１回) 

 
 
１ 日 時    令和元年（2019年)6月 18日（火） 

午後１時 30分から午後 3時まで 
 
２ 場 所    吹田市役所 中層棟４階 第３委員会室 
 
３ 出席者 
 
(1)委員 

北村 亘 委員（会長）、足立 泰美 委員（会長職務代理者）、 

川西 克幸 委員、大枝 正人 委員、金戸 省三 委員、 
立田 宏 委員、池口 誠 委員、坂田 俊之 委員 
※欠席者：大川 伸郎 委員、上西 通氏 委員、西村 元秀 委員 
 
 

(2)事務局 

小西 総務部長、岡田 人事室長、伊藤 人事室参事、 

    山谷 人事室主幹、松山 人事室主査、長崎 人事室主任 

 

４ 会議内容 

(1) 委員の紹介 

(2) 会長、会長職務代理者の選任 

(3) 諮問 

(4) 市長挨拶 

(5) 傍聴及び議事録の取り扱いについて 

 (6) 資料の説明 

(7) 審議 

(8) その他 

 

５ 議事（会議要旨）   別紙のとおり 

 

６ 傍聴者  ３名
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議事（会議要旨） 
 

【開会】 

 

１ 委員の紹介 

 

２ 会長、会長職務代理者の選任 

   委員の互選により北村委員を会長に選任 

北村会長の指名により足立委員を会長職務代理者に選任 

 

３ 諮問 

   後藤市長から北村会長へ諮問書を手交 

 

－市長退室－ 

 

４ 諮問理由の説明（事務局） 

本市特別職の給料等の額については、これまでの吹田市特別職報酬等審議会における

議論や答申において、職務と責任の度合い及び社会的地位、一般職の職員の給与改定の

状況、他の地方公共団体の特別職の給料等の額との均衡、社会経済情勢の変化などを考

慮しながら、適切に改定すべきものとの考え方が示されている。 

本市では前回の特別職報酬等審議会を開催してから６年以上が経過しており、この間、

本市市議会においても、特別職報酬等審議会の開催や適正な給与水準についての意見が

出されてきた。 

本年 3 月 22 日付けで、当時の市議会議長から市長に対し、議員報酬、期末手当等に関

して、特別職報酬等審議会を開催し検討いただくよう、依頼があったことから、今回の

諮問については、市議会から依頼があった「今任期中における議員報酬及び期末手当に

ついて」、「人事院勧告に基づく一般職の取扱いに準じた、市長等特別職の期末手当の

支給月数の取扱いと議員の期末手当の支給月数の改定の取扱いについて」を基本としつ

つ、これらの依頼内容と直接関連のある「市長等特別職の給料、地域手当、期末手当の

取扱いに関する事項」を加えて、本審議会での調査審議を依頼するものである。 

 

５ 傍聴及び議事録の取り扱いについての説明（事務局） 

 傍聴については、「吹田市特別職報酬等審議会傍聴に関する取扱いについて」に記載

のとおりとし、傍聴人数は７人とすること、議事録の取扱いについては、発言された委

員名はアルファベット表示で、発言内容の要旨を記載し、本市ホームページ等で公開す

ることを説明。 

 

－傍聴者入室－ 
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６ 審議 

（会長）それでは議事を進めていきたいと思います。次第の７ですが、市長より諮問の

ありました「特別職の給料及び議員の報酬等について」の議論を始める前に、本日は、

このような審議がはじめての委員の方もおられると存じますので、まず、事務局からお

手元の資料に基づき、市長等特別職及び議員の給与制度の概要説明を受けたいと存じま

す。 

その後、委員の皆様から説明についてのご質問や、審議を進めるうえで本日の資料で

は不足する資料等がございましたらお伺いし、次の審議会までに事務局に作成を依頼し

た上で、次回から具体的な審議に入っていこうと存じますがよろしいでしょうか。 

 また、事務局からの資料説明の前に、本日、急遽、他の業務が入ってしまい、おそら

く、事務局の資料説明の途中になるとは思うのですが、退席させていただかなければな

りません。誠に申し訳ありませんが、退席以降の議事の進行については、足立職務代理

者にお願いしますので、どうかよろしくお願い申し上げます。  －各委員了承－ 

 ではお手元の資料について、事務局より説明をお願いします。 

 

－資料に基づき説明－ 

 

（会長職務代理者）会長が退席されましたので、ここからは私が議事の進行をさせてい

ただきます。 

 ただいま事務局より、資料の説明がありましたが、何か委員の皆様からのご質問はあ

りませんでしょうか。 

（Ａ委員）５ページの「本市一般行政職の平均給料月額の変遷」ですが、平成６年を 100

とした指数で、平成 30 年が 88.6 になっていますが、どういった理由で下がってきてい

るのでしょうか。 

（事務局）資料の６ページ「人事院勧告の実施状況」にありますとおり、平成 14 年にマ

イナスの改定がされており、その後もマイナス改定が続いたことや、平成 23 年の給与構

造改革が影響して下がっているものと考えております。 

（Ａ委員）この数字を踏まえて、平成６年から特別職の報酬等が改定されていないとい

うのは違和感があるのですがどうでしょうか。 

（事務局）特別職の報酬等については、審議会に諮ったうえで、改正することとされて

おり、一般職の給与改定をそのまま特別職の報酬等に適用することはできないものと考

えております。 

（Ｂ委員）質問ではなく要望ですが、資料説明の中で、自治省の通知とか、国の特別職

の報酬の考え方、また、これまでの審議会の経過や答申についての話があったが、その

内容がわからないので、今までどういった考え方があったのかということを教えていた

だきたい。その辺りの資料をお示しいただきたいたいのですがどうでしょうか。 

（会長職務代理者）６年前に検討された内容等もあるかと思いますので、その辺りも含

めて資料のご提供をお願いできますでしょうか。 
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（事務局）次回に提供させていただきます。 

（Ｃ委員）今回の任期中の報酬について諮問するとのことでしたが、今年度の報酬につ

いても考慮するのでしょうか。今回の諮問の適用時期はいつ頃を考えていますか。 

（事務局）答申をいただき、報酬等の改正が必要な場合にあっては、速やかに市議会に

条例改正案をあげさせていただきたいと考えております。 

（Ｃ委員）平成 32 年度から中核市移行を目指されているので、参考資料でも中核市の資

料が多いですが、中核市になることを前提で議論していった方が良いのでしょうか。 

（事務局）中核市移行に関しましては、２月に吹田市議会で議決をいただきまして、６

月に大阪府議会で議決をいただいております。今後は国の方で閣議決定いただくことに

なるのですが、これまでの例でいきますと、それぞれの議会で議決いただいたものは国

の方でもご同意いただいておりますので、来年の 4 月１日からは中核市になるという想

定でご審議をいただきたいと思います。答申につきまして、直ちに改正が必要であれば

対応させていただきますし、中核市になる上で 4 月以降はこの給与が適正ということで

あれば、施行は来年 4 月以降にさせていただくというような対応をしていきたいと考え

ております。 

（Ｃ委員）14 ページの地域手当について質問ですが、吹田市の 12％というのは、低いの

ではないかと思いますがいかがでしょうか。 

（事務局）地域手当の支給率は、人事院が基準を定めており、最高が東京都特別区の

20％となっております。ほとんどの自治体がこの基準どおりの支給率とされているのが

現状でございます。 

（Ｃ委員）わかりました。東京が 20％なら吹田市の 12％も妥当なように思います。 

（Ａ委員）地域手当は、特別職だけで、一般職には支給されないのでしょうか。 

（事務局）どちらかと申しますと一般職に支給される手当でございまして、特別職にお

いても一般職に準じて支給している市が多いという状況でございます。 

（会長職務代理者）地域手当については、給与以外にも生活保護費等の支給においても、

やはり地域によって物価の格差はございますので、ある程度考慮されているものでござ

います。また、冒頭にＡ委員がご質問いただいた５ページの本市一般行政職の平均給料

月額の変遷ですが、これは一般行政職の状況であくまで参考なのですが、消費者物価指

数の推移と比べて考えた場合、物価指数は全国であっても近畿大都市圏であっても、こ

こ近年は上昇しているにもかかわらず、給料の額は逆に低下している事実があります。

そういったものはひとつ参考としていただけたらと思います。 

 私の方から事務局に資料の提供のお願いがあります。今回いただいたパンフレットの

資料で中核市になったら保健衛生や福祉など各部門で業務量が増えるというのはわかり

ました。しかし、同じ中核市といえども人口規模に割と差がみられます。20 万人ぐらい

の規模から本市のように 37 万人を超え、更に人口が増加するような傾向の市もあります。

16 ページ、17 ページには、財政力指数・職員数・人口などのデータが記載されています。

財政の分野では、このようなデータを基に市長の報酬が妥当なのかといった分析をする

ことがあります。例えば、市長の報酬はこの金額ですけど、財政状況・職員数・住民の
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数等をインプットとし、アウトプット、その報酬の額が妥当なのか、同じような人口規

模の数値と同じぐらいであれば妥当ではないか、差が生じたら検討の余地があるのでは

ないかという一つの判断となるのではないでしょうか。ですので、同規模の人口の市の

実際の報酬額、その市の財政力指数や職員数等がわかる資料があれば審議を進めていく

上でヒントになるのではないかと思います。ご用意できる範囲内で結構ですので、まと

めていただいたものをご提供いただけますでしょうか。 

（事務局）おっしゃっていただいた内容をまとめた資料を提供させていただきます。 

（Ｄ委員）職員数と人件費の推移は資料にありますでしょうか。 

（事務局）今回の資料にはございません。次回に用意させていただきます。 

（会長職務代理者）何年分ぐらい必要でしょうか。 

（Ｄ委員）５年分はいただきたいです。市長が交代されたら方針等も変わっているので

はないかと思いますので、可能であれば１０年分をお願いしたいです。 

（Ａ委員）３ページの特別職の給料の改定経過についてですが、昭和 57 年から平成６年

まで段階的に改定されていますが、改定の理由がわかるような資料があれば提供いただ

きたいのですがいかがでしょうか。 

（事務局）過去の資料がどこまで残っているかということがありますが、可能な範囲で

改定の理由がわかる資料を提供させていただきます。  

（Ｅ委員）８ページの「府内各市における特別職の給料の状況」という資料ですが、市

長等の給料が減額されている市がいくつかあります。これは、市長の公約なのか財政的

な事なのかといった、減額理由がわかる資料はありますでしょうか。 

（事務局）本日お示ししている資料には理由までの記載はありませんが、他市に照会す

る際には確認しておりますので、市長を中心にどういった理由で減額しているかの資料

を次回に提供させていただきます。 

（Ｆ委員）過去何回かの特別職報酬等審議会の答申結果と、最終的には市議会で決める

ものですので、その後市議会でその答申が履行されたのかといった経過を教えていただ

けたら参考になるかと思います。 

（会長職務代理者）その他、何かございますか。 

 少し補足になりますが、先ほどＤ委員からご質問がありました、職員数と人件費の件

ですが、16 ページの資料をご覧いただけますでしょうか。表中の普通会計決算状況の経

常収支比率ですが、この経常収支比率とは、分母が自由に使える一般財源で、分子がど

うしても発生してしまうもの、例えば給料とか借金の返済等になります。この値が小さ

ければ小さいほど後程自由に使えるお金が残っている、95％なら 5％分は残っているとい

うことになります。ですので、値が小さいほど経営状況が良いと判断されます。吹田市

は普通会計職員数が 2,390 人です。職員数と経常収支比率を比較して考えた場合、今後

移行されるとしている中核市でみてみると、かなり良い状況にあると思います。言いか

えますと、予想ですが職員の給料も我慢してやっていただいている中で、職員数もある

程度確保していただいているのではないかと思われます。この辺りも参考にしていただ

きながら、次回提供いただく予定の資料もご参考にしていただけたらと思います。 
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 他に質問等、何かございますか。 

（事務局）後日でも必要な資料等があれば事務局にご連絡いただきましたら、可能な限

り次回までに準備させていただきますのでよろしくお願いします。 

（会長職務代理者）それでは、本日、各委員からの依頼があった資料について次回開催

までにご準備をお願いします。 

では、次第の８、その他ですが、事務局から連絡事項があるとのことですので、事務

局からお願いします。 

 

－事務局から開催スケジュール等連絡－ 

 

（会長職務代理者）事務局から、審議会のスケジュール等について説明がありましたが、

何か質問やご意見はありますか。 

 

－特になし－ 

 

（会長職務代理者）それでは、次回、開催日については、後日事務局より、案内がある

と思いますが、いずれにしましても、次回の審議会より、市長から諮問を受けました事

項について、本格的に審議に入りたいと考えております。まずは、市長等特別職の給与

等に関して審議し、その後、議員の報酬等に関して審議してまいりたいと存じますがよ

ろしいでしょうか。 

では、皆様、次回もよろしくお願いします。本日は、ありがとうございました。 

 

【閉会】 


